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Ⅰ 目的 

本事業は、当院の水栓等に節水用器具の取り付けを行い、水道使用量の削減及び経費節減を

図ることを目的とし、設置業者及び節水システムを公募により選定するものである。 

 

Ⅱ 業務概要 

１ 件  名 加賀市医療センター節水システム 

２ 業務内容 当院指定の取付け箇所への節水器具の設置及びそれに付随する業務 

（詳細は別添「加賀市医療センター節水システム仕様書」のとおり） 

3 契約期間 契約締結日から令和８年１月３１日まで 

 

Ⅲ 優先交渉権者選定の方法 

優先交渉権者の選定は、公募型プロポーザル方式とし、公募に応じて本手続により参加表明

書を提出した者（以下「参加者」という。）に対し、あらかじめ定められた評価項目に基づい

て審査を行い、優先交渉権者及び次点者を選考する。 

 

Ⅳ 参加資格 

本業務を履行する能力を有し、かつ公告日から契約日までにおいて、次に掲げる要件をすべ

て満たしている者であること。 

1. 概ね過去3年間に、公的施設、公的医療機関に10件以上の導入実績があること。また、

設置場所全体の節水効果は、設置後1年間に於ける削減実績が過去３年の平均実績値の

７％以上であること。 

2. 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

3. 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立中又は破産手続中でな

いこと。 

4. 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第３０条の規定による更正手続開始の申立又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始の申立

がなされているなど、契約を履行することが困難と認められる状態となっていないこと。 

5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）及び加賀市

暴力団排除条例（平成２４年加賀市条例第1号）の規定に基づき暴力団、暴力団員又は

これらの等との関係を有する者でないこと。 
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6. 次に挙げる税を滞納している者でないこと。 

 ア 市町村税（地方消費税を除く。以下同じ。） 

 イ 本店が所在する都道府県の事業税 

 ウ 消費税及び地方消費税 

7. 業務運営に関し、各種法令に基づく許可、認可、免許等を必要とする場合において、こ

れらを受けていること。 

 

Ⅴ 手続き等 

１ プロポーザルの日程（予定） 

募集要項等の公表（当院HP掲載）   令和７年１１月１１日（火） 

質問書の提出期限           令和７年１１月１８日（火）午後４時まで 

募集要項等の質問回答日        令和７年１１月２５日（月） 

参加表明書及び企画提案書提出期限   令和７年１２月２日（火）午後４時まで 

プレゼンテーション審査        令和７年１２月８日（月） 

選定結果通知             令和７年１２月１０日（水） 

※日程については、当院の都合で変更する場合があります。 

2 資料の公開 

(1) 資料名 

・加賀市医療センター節水システム事業者選定プロポーザル募集要項 

・加賀市医療センター節水システム仕様書 

・提出書類（様式1～6） 

(2) 公開期間 

令和７年１１月１１日（火）から令和７年１２月２日（火）の間に、加賀市医療センター

のホームページに資料を公開する。 

（3）質問及び回答 

募集要項等の内容に質問がある場合は、次により提出すること。 

ア 質問方法 質問書（様式５）に内容を簡潔に記載し、電子メールの添付ファイルに

より提出すること。電話等での口頭による質問は受付けない。 

イ 提出先   加賀市医療センター 企画経営課 

ウ 提出期限 令和７年１１月１８日（火）午後４時まで 

エ 担当者のEメールアドレスから電子メールを送信し、必ず電話にて当院担当に着信 

の確認を行うこと 
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オ 回答方法 令和７年１１月２５日（月）までに資料の請求があった者に電子メール

にて通知する。 

３ 審査書類の提出 

参加者は、本要項等を理解したうえで、次の書類を提出すること。 

（１） 提出書類 

・参加表明書（様式１） 

・企業概要書（様式２） 

・業務実績証明書（様式３） 

・従業員実績調書（様式６） 

・見積書 

・納税証明書 

・登記事項証明書 

・プレゼンテーション用資料 ８部 

（２）プレゼンテーション資料 

プレゼンテーション資料は、別添「加賀市医療センター節水システム仕様書」を参照し、

以下の項目についてＡ４版用紙（様式任意・ページ数の制限は設けない）を使用し作成す

ること。また、プレゼンテーションの表現については、専門的な知識を有していない者で

も理解できるよう、分かりやすいものとすること。 

ア 導入実績 

 〇過去３年間の導入実績（県内・県外の公的施設、導入年月、導入場所、数量等） 

  について 

イ 節水効果 

〇過去３年間の節水効果実績（実績年月、導入場所等）について 

〇当院導入後の節水効果について 

ウ 安全性 

〇設置器具の安全性について 

エ 保守・実績報告の体制について 

   〇保守体制・内容、実績報告の調査・報告内容について 

オ 危機管理体制について 

〇不測の事態発生時の連絡体制及び対応について 

カ 受託後の設置計画について 

 〇設置スケジュール等について 
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キ 病院事業への配慮について 

 〇病院という特殊な環境（衛生管理、患者・職員への影響最小化、静音施工等）に 

  配慮した施工体制を示すこと 

ク 見積価格 

 〇見積書、内訳書、製品カタログ 等 

（３） 提出期限 令和７年１２月２日（火）午後４時まで 

（４） 提出先   加賀市医療センター 企画経営課 

（５） 提出方法 持参又は郵送により提出すること。持参の場合は、土日祝日を除き、各日午

前９時から午後４時までの間とする。郵送の場合は配達記録が残るものとし､

提出期間中に必着とする。 

４ 参加辞退 

参加表明書提出後に参加を辞退する場合は、参加辞退届（様式４）を作成し、加賀市医療セ

ンター企画経営課に提出すること。 

なお、参加を辞退した者は、これを理由として、以降に不利益な取扱いをうけるものではな

い。 

５ 選考方法及び審査 

優先交渉権者の選定審査は、加賀市医療センター節水システム事業者選定プロポーザル審査

委員会（以下「審査委員会」という。）を実施する。 

（１）選定方法 

提出のあった企画提案書等の書面審査及びプレゼンテーションの審査を実施し、次号の 

評価項目及び評価基準に基づき、優先交渉権者及び次点者を選定する。 

なお、参加事業者が多数の場合には、一次審査として書類審査を行い、評点上位者を二次 

審査実施対象者として選定し、二次審査においてプレゼンテーションによる審査を実施する。 

また、提案者が１者の場合は、審査委員会が設定した最低点に到達した場合において優先交

渉権者とする。 

（２）実施日時、場所及び提案時間等 

ア 実施日 令和７年１２月８日（月） 

イ 実施場所 参加資格を有すると認められた者に後日通知する。 

ウ 提案時間 ２０分間 

エ 質疑応答 １０分間 

オ 参加人数 ３人以内（うち１名は、実務責任者又は実務担当者とする） 

カ 電子データによる提案説明を行う場合は、あらかじめ当院が準備したプロジェクター
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（ケーブルによる接続）とスクリーンを利用することができるものとする。 

（３）評価項目【配点合計１００点】 

ア 導入実績 

 〇過去３年間の導入実績（県内・県外の公的施設、導入年月、導入場所、数量等） 

  を評価 

イ 節水効果 

〇過去３年間の節水効果実績（実績年月、導入場所等）を評価 

〇当院導入後の節水効果を評価 

ウ 安全性 

〇設置器具の安全性を評価 

エ 保守・実績報告の体制について 

   〇保守体制・内容、実績報告の調査・報告内容を評価 

オ 危機管理体制について 

〇不測の事態発生時の連絡体制及び対応を評価 

カ 受託後の設置計画について 

 〇設置スケジュール等を評価 

キ 病院事業への配慮について 

 〇病院という特殊な環境（衛生管理、患者・職員への影響最小化、静音施工等）に 

  配慮した施工体制を評価 

ク 見積価格 

（４）選定結果の通知 

令和７年１２月１０日（水）を目処に、選定結果は提案者全員に書面により通知する。 

6 失格事項 

次のいずれかに該当した場合は失格とします。 

（１）本プロポーザルの参加資格要件を満たさなくなった場合 

（２）不正と認められる行為が判明した場合 

（３）提出書類に虚偽の記載が判明した場合 

（４）審査の公平性を害する行為が判明した場合 

（５）募集要項に定める手続き、方法等を遵守しない場合 

（６）提出書類が期限を過ぎても提出されない場合 
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Ⅵ 契約 

（１）選定された優先交渉権者と別途協議を行い、協議が整った場合は契約を締結する。 

（２）選定された優先交渉権者との協議が整わない場合は、次点者と同様の契約手続きを行う。 

（３）契約内容は仕様書及び提案者に基づき決定するが、協議のうえで仕様書の内容を変更す

る場合もある。 

 

Ⅶ その他 

（１）プロポーザルに関して用いる言語は日本語、金銭の支払いに用いる通貨は円、計量単位

は計量法（平成４年法律第５１号）に定めるものする。 

（２）公募開始の日から優先交渉権者の選定が終了するまでの間、審査委員会の委員及び当院

関係職員に対する営業活動を禁止する。 

（３）提出書類の作成及び提出に要する費用は、提案者の負担とする。 

（４）提出された提出書類は返却しない。 

（５）提出書類は優先交渉権者の選定以外の目的に使用することはない。ただし、提出書類は

加賀市情報公開条例（平成１7年加賀市条例第16号）に基づき公開する場合もある。 

（６）提出書類以外に、審査に必要な書類の提出を求めることがある。 

（７）提出書類の提出後の差替え、変更、再提出及び追加については一切認めない。 

（８）提案者は、審査委員会の審査結果に対し苦情を申し立てることができない。 

 

Ⅷ 書類提出先及び連絡先 

〒９２２―８５２２ 石川県加賀市作見町リ36番地 

加賀市医療センター 病院管理部 企画経営課 道見、上田、宮地 

電話番号   ０７６１－７２－１１８８（代表） 

ＦＡＸ番号 ０７６１－７６－５２６３ 

電子メール kikakukeiei@city.kaga.lg.jp 


